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○
下
水
道
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
七
十
九
号
）
（
抄
）

（
特
定
事
業
場
か
ら
の
下
水
の
排
除
の
制
限
）

第
十
二
条
の
二

特
定
施
設
（
政
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
第
十
二
条
の
十
二
、
第
十
八
条
の
二
及
び
第
三
十
九
条
の
二
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
を
設
置
す
る
工
場
又

は
事
業
場
（
以
下
「
特
定
事
業
場
」
と
い
う
。
）
か
ら
下
水
を
排
除
し
て
公
共
下
水
道
（
終
末
処
理
場
を
設
置
し
て
い
る
も
の
又
は
終
末
処
理
場
を
設
置
し
て
い
る
流
域

下
水
道
に
接
続
し
て
い
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
、
次
条
、
第
十
二
条
の
五
、
第
十
二
条
の
九
、
第
十
二
条
の
十
一
第
一
項
及
び
第
三
十
七
条
の
二
に
お
い
て
同
じ
。

）
を
使
用
す
る
者
は
、
政
令
で
定
め
る
場
合
を
除
き
、
そ
の
水
質
が
当
該
公
共
下
水
道
へ
の
排
出
口
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
し
な
い
下
水
を
排
除
し
て
は

な
ら
な
い
。

２

前
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
下
水
に
含
ま
れ
る
物
質
の
う
ち
人
の
健
康
に
係
る
被
害
又
は
生
活
環
境
に
係
る
被
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
か
つ
、
終
末
処
理

場
に
お
い
て
処
理
す
る
こ
と
が
困
難
な
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
の
量
に
つ
い
て
、
当
該
物
質
の
種
類
ご
と
に
、
公
共
下
水
道
か
ら
の
放
流
水
又
は
流
域
下
水
道

か
ら
河
川
そ
の
他
の
公
共
の
水
域
若
し
く
は
海
域
に
放
流
さ
れ
る
水
（
以
下
「
流
域
下
水
道
か
ら
の
放
流
水
」
と
い
う
。
）
の
水
質
を
第
八
条
（
第
二
十
五
条
の
十
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
第
四
項
（
第
十
二
条
の
十
一
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
十
三
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
技
術
上
の
基

準
に
適
合
さ
せ
る
た
め
必
要
な
限
度
に
お
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

３

前
項
の
政
令
で
定
め
る
物
質
に
係
る
も
の
を
除
き
、
公
共
下
水
道
管
理
者
は
、
政
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
、
条
例
で
、
特
定
事
業
場
か
ら
公
共
下
水
道
に
排
除
さ
れ

る
下
水
の
水
質
の
基
準
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

前
項
の
条
例
は
、
公
共
下
水
道
か
ら
の
放
流
水
又
は
流
域
下
水
道
か
ら
の
放
流
水
の
水
質
を
第
八
条
の
技
術
上
の
基
準
に
適
合
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
最
小
限
度
の
も

の
で
あ
り
、
か
つ
、
公
共
下
水
道
を
使
用
す
る
者
に
不
当
な
義
務
を
課
す
る
こ
と
と
な
ら
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
共
下
水
道
管
理
者
が
条
例
で
水
質
の
基
準
を
定
め
た
場
合
に
お
い
て
は
、
特
定
事
業
場
か
ら
下
水
を
排
除
し
て
公
共
下
水
道
を
使
用
す
る
者

は
、
政
令
で
定
め
る
場
合
を
除
き
、
そ
の
水
質
が
当
該
公
共
下
水
道
へ
の
排
出
口
に
お
い
て
当
該
条
例
で
定
め
る
基
準
に
適
合
し
な
い
下
水
を
排
除
し
て
は
な
ら
な
い
。

６

第
一
項
及
び
前
項
の
規
定
は
、
一
の
施
設
が
特
定
施
設
と
な
つ
た
際
現
に
そ
の
施
設
を
設
置
し
て
い
る
者
（
設
置
の
工
事
を
し
て
い
る
者
を
含
む
。
）
が
当
該
施
設
を

設
置
し
て
い
る
工
場
又
は
事
業
場
か
ら
公
共
下
水
道
に
排
除
す
る
下
水
に
つ
い
て
は
、
当
該
施
設
が
特
定
施
設
と
な
つ
た
日
か
ら
六
月
間
（
当
該
施
設
が
政
令
で
定
め
る

施
設
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
一
年
間
）
は
、
適
用
し
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
施
設
が
特
定
施
設
と
な
つ
た
際
既
に
当
該
工
場
又
は
事
業
場
が
特
定
事
業
場
で
あ
る
と

き
、
及
び
そ
の
者
に
適
用
さ
れ
て
い
る
地
方
公
共
団
体
の
条
例
の
規
定
で
河
川
そ
の
他
の
公
共
の
水
域
又
は
海
域
に
排
除
さ
れ
る
汚
水
の
水
質
に
つ
き
第
一
項
及
び
前
項

に
規
定
す
る
規
制
に
相
当
す
る
も
の
が
あ
る
と
き
（
当
該
規
定
の
違
反
行
為
に
対
す
る
処
罰
規
定
が
な
い
と
き
を
除
く
。
）
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
事
故
時
の
措
置
）

第
十
二
条
の
九

特
定
事
業
場
か
ら
下
水
を
排
除
し
て
公
共
下
水
道
を
使
用
す
る
者
は
、
人
の
健
康
に
係
る
被
害
又
は
生
活
環
境
に
係
る
被
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
物

質
又
は
油
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
含
む
下
水
が
当
該
特
定
事
業
場
か
ら
排
出
さ
れ
、
公
共
下
水
道
に
流
入
す
る
事
故
が
発
生
し
た
と
き
は
、
政
令
で
定
め
る
場
合

を
除
き
、
直
ち
に
、
引
き
続
く
当
該
下
水
の
排
出
を
防
止
す
る
た
め
の
応
急
の
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
速
や
か
に
、
そ
の
事
故
の
状
況
及
び
講
じ
た
措
置
の
概
要
を

公
共
下
水
道
管
理
者
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

公
共
下
水
道
管
理
者
は
、
特
定
事
業
場
か
ら
下
水
を
排
除
し
て
公
共
下
水
道
を
使
用
す
る
者
が
前
項
の
応
急
の
措
置
を
講
じ
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
者
に
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対
し
、
同
項
の
応
急
の
措
置
を
講
ず
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
流
域
下
水
道
管
理
者
へ
の
通
知
）

第
十
二
条
の
十

流
域
関
連
公
共
下
水
道
の
管
理
者
は
、
第
十
二
条
の
三
、
第
十
二
条
の
四
、
第
十
二
条
の
七
又
は
第
十
二
条
の
八
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
受
理
し

た
と
き
は
当
該
届
出
に
係
る
事
項
を
、
第
十
二
条
の
五
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
し
た
と
き
は
当
該
命
令
の
内
容
を
、
遅
滞
な
く
、
当
該
流
域
関
連
公
共
下
水
道
に
係
る
流

域
下
水
道
（
第
二
条
第
四
号
ロ
に
該
当
す
る
流
域
下
水
道
（
以
下
「
雨
水
流
域
下
水
道
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
管
理
者
に
通
知
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

２

流
域
関
連
公
共
下
水
道
の
管
理
者
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
受
理
し
た
と
き
は
当
該
届
出
に
係
る
事
項
を
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
し
た

と
き
は
当
該
命
令
の
内
容
を
、
速
や
か
に
、
当
該
流
域
関
連
公
共
下
水
道
に
係
る
流
域
下
水
道
の
管
理
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

○
下
水
道
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
四
年
政
令
第
百
四
十
七
号
）
（
抄
）

（
下
水
の
排
除
の
制
限
等
の
規
定
が
適
用
さ
れ
な
い
特
定
施
設
）

第
九
条
の
二

法
第
十
二
条
の
二
第
一
項
（
法
第
二
十
五
条
の
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
条
、
第
九
条
の
四
第
一
項
及
び
第
九
条
の
九
第
一
号
に
お

い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
特
定
施
設
は
、
水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
百
八
十
八
号
）
別
表
第
一
第
六
十
六
号
の
二
に
掲
げ
る

施
設
（
同
号
ハ
に
掲
げ
る
施
設
の
う
ち
温
泉
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
温
泉
を
利
用
す
る
も
の
を
除
く
。
）
と
す
る
。

（
適
用
除
外
）

第
九
条
の
三

法
第
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一

特
定
事
業
場
か
ら
排
除
さ
れ
る
下
水
が
当
該
公
共
下
水
道
か
ら
の
放
流
水
又
は
当
該
流
域
下
水
道
（
雨
水
流
域
下
水
道
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

か
ら
の
放
流
水
に
係
る
公
共
の
水
域
又
は
海
域
に
直
接
排
除
さ
れ
た
と
し
て
も
、
水
質
汚
濁
防
止
法
第
三
条
第
一
項
又
は
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
対
策
特
別
措
置
法
第
八
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
環
境
省
令
（
水
質
汚
濁
防
止
法
第
三
条
第
三
項
又
は
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
対
策
特
別
措
置
法
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
条
例
が
定
め
ら
れ
て

い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
条
例
を
含
む
。
）
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
次
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
物
質
に
係
る
排
水
基
準
（
水
質
排
出
基
準
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
、

次
条
第
四
項
及
び
第
五
項
並
び
に
第
二
十
条
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
当
該
下
水
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
な
い
場
合
に
お
い
て
、
当
該
特
定
事
業
場
か
ら
当
該
公
共

下
水
道
又
は
当
該
流
域
下
水
道
に
そ
の
適
用
さ
れ
な
い
排
水
基
準
に
つ
い
て
の
物
質
に
係
る
下
水
を
排
除
す
る
と
き
。

二

当
該
公
共
下
水
道
又
は
当
該
流
域
下
水
道
の
施
設
と
し
て
次
条
第
一
項
に
規
定
す
る
物
質
の
処
理
施
設
が
設
け
ら
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
公
共
下
水
道
管

理
者
又
は
当
該
流
域
下
水
道
管
理
者
が
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
処
理
施
設
に
お
い
て
下
水
を
処
理
す
べ
き
区
域
と
し
て
公
示
し
た
区
域
内

の
特
定
事
業
場
か
ら
当
該
公
共
下
水
道
又
は
当
該
流
域
下
水
道
に
当
該
物
質
に
係
る
下
水
を
排
除
す
る
と
き
。

三

一
の
施
設
が
水
質
汚
濁
防
止
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
施
設
（
以
下
「
水
質
汚
濁
防
止
法
特
定
施
設
」
と
い
う
。
）
と
な
つ
た
際
現
に
そ
の
施
設
を
設
置

し
て
い
る
者
（
設
置
の
工
事
を
し
て
い
る
者
を
含
む
。
）
が
当
該
施
設
を
設
置
し
て
い
る
工
場
又
は
事
業
場
か
ら
公
共
下
水
道
又
は
流
域
下
水
道
に
次
条
第
一
項
第
一

号
か
ら
第
三
十
二
号
ま
で
に
掲
げ
る
物
質
に
係
る
下
水
を
排
除
す
る
場
合
に
お
い
て
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
と
き
。
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イ

当
該
施
設
が
水
質
汚
濁
防
止
法
特
定
施
設
と
な
つ
た
日
か
ら
六
月
（
第
九
条
の
七
第
一
号
に
掲
げ
る
施
設
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
一
年
）
を
経
過
し
た
と
き
。

ロ

当
該
施
設
が
水
質
汚
濁
防
止
法
特
定
施
設
と
な
つ
た
際
既
に
当
該
工
場
又
は
事
業
場
が
水
質
汚
濁
防
止
法
特
定
施
設
を
設
置
す
る
特
定
事
業
場
で
あ
る
と
き
。

ハ

そ
の
者
に
適
用
さ
れ
て
い
る
地
方
公
共
団
体
の
条
例
の
規
定
で
河
川
そ
の
他
の
公
共
の
水
域
又
は
海
域
に
排
除
さ
れ
る
汚
水
の
水
質
（
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
に
係
る

も
の
を
除
く
。
）
に
つ
き
法
第
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
規
制
に
相
当
す
る
も
の
が
あ
る
と
き
（
当
該
規
定
の
違
反
行
為
に
対
す
る
処
罰
規
定
が
な
い
と
き

を
除
く
。
）
。

四

一
の
施
設
が
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
対
策
特
別
措
置
法
第
十
二
条
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
水
質
基
準
対
象
施
設
（
以
下
「
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
対
策
法
特
定
施
設
」
と

い
う
。
）
と
な
つ
た
際
現
に
そ
の
施
設
を
設
置
し
て
い
る
者
（
設
置
の
工
事
を
し
て
い
る
者
を
含
む
。
）
が
当
該
施
設
を
設
置
し
て
い
る
工
場
又
は
事
業
場
か
ら
公
共

下
水
道
又
は
流
域
下
水
道
に
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
に
係
る
下
水
を
排
除
す
る
場
合
に
お
い
て
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
と
き
。

イ

当
該
施
設
が
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
対
策
法
特
定
施
設
と
な
つ
た
日
か
ら
一
年
を
経
過
し
た
と
き
。

ロ

当
該
施
設
が
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
対
策
法
特
定
施
設
と
な
つ
た
際
既
に
当
該
工
場
又
は
事
業
場
が
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
対
策
法
特
定
施
設
を
設
置
す
る
特
定
事
業
場
で

あ
る
と
き
。

ハ

そ
の
者
に
適
用
さ
れ
て
い
る
地
方
公
共
団
体
の
条
例
の
規
定
で
河
川
そ
の
他
の
公
共
の
水
域
又
は
海
域
に
排
除
さ
れ
る
汚
水
の
水
質
（
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
に
係
る

も
の
に
限
る
。
）
に
つ
き
法
第
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
規
制
に
相
当
す
る
も
の
が
あ
る
と
き
（
当
該
規
定
の
違
反
行
為
に
対
す
る
処
罰
規
定
が
な
い
と
き

を
除
く
。
）
。

（
特
定
事
業
場
か
ら
の
下
水
の
排
除
の
制
限
に
係
る
水
質
の
基
準
）

第
九
条
の
四

法
第
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
水
質
汚
濁
防
止
法
特
定
施
設
を
設
置
す
る
特
定
事
業
場
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
第
一
号

か
ら
第
三
十
二
号
ま
で
に
掲
げ
る
物
質
に
つ
い
て
、
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
対
策
法
特
定
施
設
を
設
置
す
る
特
定
事
業
場
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
第
三
十
三
号
に
掲
げ
る
物

質
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
数
値
と
す
る
。

一

カ
ド
ミ
ウ
ム
及
び
そ
の
化
合
物

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
カ
ド
ミ
ウ
ム
〇
・
一
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下

二

シ
ア
ン
化
合
物

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
シ
ア
ン
一
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下

三

有
機
燐
り
ん
化
合
物

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
一
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下

四

鉛
及
び
そ
の
化
合
物

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
鉛
〇
・
一
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下

五

六
価
ク
ロ
ム
化
合
物

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
六
価
ク
ロ
ム
〇
・
五
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下

六

砒
ひ
素
及
び
そ
の
化
合
物

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
砒
ひ
素
〇
・
一
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下

七

水
銀
及
び
ア
ル
キ
ル
水
銀
そ
の
他
の
水
銀
化
合
物

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
水
銀
〇
・
〇
〇
五
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下

八

ア
ル
キ
ル
水
銀
化
合
物

検
出
さ
れ
な
い
こ
と
。

九

ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
〇
〇
三
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下

十

ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
三
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下

十
一

テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
一
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下
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十
二

ジ
ク
ロ
ロ
メ
タ
ン

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
二
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下

十
三

四
塩
化
炭
素

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
〇
二
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下

十
四

一
・
二
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
〇
四
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下

十
五

一
・
一
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
一
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下

十
六

シ
ス
―
一
・
二
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
四
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下

十
七

一
・
一
・
一
―
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
三
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下

十
八

一
・
一
・
二
―
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
〇
六
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下

十
九

一
・
三
―
ジ
ク
ロ
ロ
プ
ロ
ペ
ン

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
〇
二
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下

二
十

テ
ト
ラ
メ
チ
ル
チ
ウ
ラ
ム
ジ
ス
ル
フ
ィ
ド
（
別
名
チ
ウ
ラ
ム
）

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
〇
六
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下

二
十
一

二
―
ク
ロ
ロ
―
四
・
六
―
ビ
ス
（
エ
チ
ル
ア
ミ
ノ
）
―

―
ト
リ
ア
ジ
ン
（
別
名
シ
マ
ジ
ン
）

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
〇
三
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下

s

二
十
二

―
四
―
ク
ロ
ロ
ベ
ン
ジ
ル
＝

・

―
ジ
エ
チ
ル
チ
オ
カ
ル
バ
マ
ー
ト
（
別
名
チ
オ
ベ
ン
カ
ル
ブ
）

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
二
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下

S
N

N

二
十
三

ベ
ン
ゼ
ン

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
一
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下

二
十
四

セ
レ
ン
及
び
そ
の
化
合
物

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
セ
レ
ン
〇
・
一
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下

二
十
五

ほ
う
素
及
び
そ
の
化
合
物

河
川
そ
の
他
の
公
共
の
水
域
を
放
流
先
と
す
る
公
共
下
水
道
若
し
く
は
流
域
下
水
道
（
雨
水
流
域
下
水
道
を
除
く
。
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
当
該
流
域
下
水
道
に
接
続
す
る
公
共
下
水
道
に
下
水
を
排
除
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
ほ
う
素
十
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下
、
海

域
を
放
流
先
と
す
る
公
共
下
水
道
若
し
く
は
流
域
下
水
道
又
は
当
該
流
域
下
水
道
に
接
続
す
る
公
共
下
水
道
に
下
水
を
排
除
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ

き
ほ
う
素
二
百
三
十
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下

二
十
六

ふ
つ
素
及
び
そ
の
化
合
物

河
川
そ
の
他
の
公
共
の
水
域
を
放
流
先
と
す
る
公
共
下
水
道
若
し
く
は
流
域
下
水
道
又
は
当
該
流
域
下
水
道
に
接
続
す
る
公
共
下

水
道
に
下
水
を
排
除
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
ふ
つ
素
八
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下
、
海
域
を
放
流
先
と
す
る
公
共
下
水
道
若
し
く
は
流
域
下
水
道
又
は
当

該
流
域
下
水
道
に
接
続
す
る
公
共
下
水
道
に
下
水
を
排
除
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
ふ
つ
素
十
五
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下

二
十
七

フ
ェ
ノ
ー
ル
類

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
五
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下

二
十
八

銅
及
び
そ
の
化
合
物

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
銅
三
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下

二
十
九

亜
鉛
及
び
そ
の
化
合
物

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
亜
鉛
二
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下

三
十

鉄
及
び
そ
の
化
合
物
（
溶
解
性
）

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
鉄
十
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下

三
十
一

マ
ン
ガ
ン
及
び
そ
の
化
合
物
（
溶
解
性
）

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
マ
ン
ガ
ン
十
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下

三
十
二

ク
ロ
ム
及
び
そ
の
化
合
物

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
ク
ロ
ム
二
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下

三
十
三

ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
十
ピ
コ
グ
ラ
ム
以
下

２

前
項
各
号
に
定
め
る
数
値
は
、
国
土
交
通
省
令
・
環
境
省
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
検
定
し
た
場
合
に
お
け
る
数
値
と
す
る
。

３

第
一
項
第
三
十
三
号
に
定
め
る
数
値
は
、
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
の
量
を
そ
の
毒
性
に
応
じ
て
国
土
交
通
省
令
・
環
境
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
二
・
三
・
七
・
八
―

四
塩
化
ジ
ベ
ン
ゾ
―
パ
ラ
―
ジ
オ
キ
シ
ン
の
量
に
換
算
し
た
数
値
と
す
る
。
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４

水
質
汚
濁
防
止
法
第
三
条
第
三
項
又
は
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
対
策
特
別
措
置
法
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
条
例
に
よ
り
、
当
該
公
共
下
水
道
か
ら
の
放
流
水
又
は
当

該
流
域
下
水
道
か
ら
の
放
流
水
に
つ
い
て
第
一
項
に
定
め
る
基
準
よ
り
厳
し
い
排
水
基
準
が
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の

排
水
基
準
を
当
該
物
質
に
係
る
水
質
の
基
準
と
す
る
。

５

特
定
事
業
場
か
ら
排
除
さ
れ
る
下
水
が
当
該
公
共
下
水
道
か
ら
の
放
流
水
又
は
当
該
流
域
下
水
道
か
ら
の
放
流
水
に
係
る
公
共
の
水
域
又
は
海
域
に
直
接
排
除
さ
れ
た

と
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
水
質
汚
濁
防
止
法
若
し
く
は
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
対
策
特
別
措
置
法
の
規
定
に
よ
る
環
境
省
令
に
よ
り
、
又
は
水
質
汚
濁
防
止
法
第
三
条
第
三

項
若
し
く
は
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
対
策
特
別
措
置
法
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
条
例
に
よ
り
、
当
該
下
水
に
つ
い
て
第
一
項
の
基
準
（
前
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場

合
に
あ
つ
て
は
、
同
項
の
基
準
）
よ
り
緩
や
か
な
排
水
基
準
が
適
用
さ
れ
る
と
き
は
、
第
一
項
及
び
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
排
水
基
準
を
当
該
下
水
に
つ
い

て
の
当
該
物
質
に
係
る
水
質
の
基
準
と
す
る
。

（
事
故
時
の
措
置
の
規
定
が
適
用
さ
れ
な
い
場
合
）

第
九
条
の
九

法
第
十
二
条
の
九
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一

特
定
事
業
場
か
ら
水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
令
第
二
条
第
一
号
か
ら
第
二
十
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
物
質
又
は
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
を
含
む
下
水
が
排
出
さ
れ
、
当
該
公
共
下

水
道
又
は
当
該
流
域
下
水
道
（
雨
水
流
域
下
水
道
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
流
入
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
下
水
の
水
質
が
法
第
十
二
条
の
二
第

一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
と
き
。

二

特
定
事
業
場
か
ら
水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
令
第
二
条
第
二
十
六
号
に
掲
げ
る
物
質
又
は
同
令
第
三
条
の
四
各
号
に
掲
げ
る
油
を
含
む
下
水
が
排
出
さ
れ
、
当
該
公
共
下

水
道
又
は
当
該
流
域
下
水
道
に
流
入
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
下
水
の
水
質
が
法
第
十
二
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
条
例
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
と
き
。

三

当
該
公
共
下
水
道
又
は
当
該
流
域
下
水
道
の
施
設
と
し
て
水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
令
第
二
条
第
一
号
か
ら
第
二
十
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
物
質
又
は
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
の

処
理
施
設
が
設
け
ら
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
公
共
下
水
道
管
理
者
又
は
当
該
流
域
下
水
道
管
理
者
が
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
処
理

施
設
に
お
い
て
下
水
を
処
理
す
べ
き
区
域
と
し
て
公
示
し
た
区
域
内
の
特
定
事
業
場
か
ら
当
該
物
質
に
係
る
下
水
が
排
出
さ
れ
、
当
該
公
共
下
水
道
又
は
当
該
流
域
下
水

道
に
流
入
し
た
と
き
。

（
除
害
施
設
の
設
置
等
に
係
る
下
水
の
水
質
の
基
準
）

第
九
条
の
十

法
第
十
二
条
の
十
一
第
一
項
第
一
号
（
法
第
二
十
五
条
の
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
基
準
と
す
る
。

一

ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
対
策
特
別
措
置
法
の
規
定
に
よ
り
、
公
共
下
水
道
又
は
流
域
下
水
道
（
雨
水
流
域
下
水
道
を
除
く
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
の
放
流
水
に

つ
い
て
水
質
排
出
基
準
が
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合

第
九
条
の
四
第
一
項
各
号
に
規
定
す
る
基
準
（
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
に
規
定
す
る

基
準
）

二

条
例
の
規
定
に
よ
り
、
公
共
下
水
道
又
は
流
域
下
水
道
か
ら
の
放
流
水
に
つ
い
て
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
に
係
る
排
水
基
準
が
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合

第
九
条
の
四
第

一
項
第
一
号
か
ら
第
三
十
二
号
ま
で
に
規
定
す
る
基
準
（
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
に
規
定
す
る
基
準
）
及
び
当
該
条
例
に
規
定
す
る
基
準

三

前
二
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

第
九
条
の
四
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
十
二
号
ま
で
に
規
定
す
る
基
準
（
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
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項
に
規
定
す
る
基
準
）

（
放
流
水
の
水
質
検
査
）

第
十
二
条

法
第
二
十
一
条
第
一
項
（
法
第
二
十
五
条
の
十
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
第
六
条
第
一
項
、
第
三
項
及

び
第
四
項
に
規
定
す
る
技
術
上
の
基
準
に
関
す
る
放
流
水
の
水
質
に
つ
い
て
の
水
質
検
査
は
、
公
共
下
水
道
又
は
流
域
下
水
道
の
各
吐
口
（
雨
水
吐
の
吐
口
及
び
分
流
式

の
公
共
下
水
道
又
は
流
域
下
水
道
の
雨
水
を
排
除
す
べ
き
吐
口
を
除
く
も
の
と
し
、
放
流
水
の
水
質
が
類
似
の
も
の
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
二
以
上
の
吐
口
に
つ
い
て
は
、

そ
れ
ら
の
吐
口
の
う
ち
い
ず
れ
か
一
の
吐
口
に
限
る
。
）
か
ら
の
放
流
水
に
つ
い
て
、
少
な
く
と
も
毎
月
二
回
（
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
に
つ
い
て
の
水
質
検
査
に
あ
つ
て
は
、

少
な
く
と
も
毎
年
一
回
）
、
行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
検
査
に
供
す
る
放
流
水
は
、
当
該
放
流
水
の
水
質
に
対
す
る
雨
水
の
影
響
の
少
な
い
日
に
お
い

て
採
取
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

公
共
下
水
道
管
理
者
又
は
流
域
下
水
道
管
理
者
は
、
第
九
条
の
四
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
十
二
号
ま
で
に
掲
げ
る
物
質
の
う
ち
、
処
理
区
域
内
に
お
け
る
特
定
施
設

の
設
置
の
状
況
、
過
去
の
水
質
検
査
の
結
果
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
前
項
に
規
定
す
る
水
質
検
査
の
回
数
及
び
時
期
に
よ
る
必
要
が
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
と

認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
毎
年
二
回
を
下
ら
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
同
項
に
規
定
す
る
水
質
検
査
の
回
数
及
び
時
期
と
別
の
回
数
及
び
時
期
を
定
め
る
こ
と
が
で

き
る
。

３

法
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
第
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
技
術
上
の
基
準
に
関
す
る
放
流
水
の
水
質
に
つ
い
て
の
水
質
検
査
は
、
同
項
に
規
定
す
る
各
吐
口

（
放
流
水
の
水
質
が
類
似
の
も
の
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
二
以
上
の
吐
口
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ら
の
吐
口
の
う
ち
い
ず
れ
か
一
の
吐
口
に
限
る
。
）
か
ら
の
放
流
水
に
つ

い
て
、
毎
年
、
同
項
に
規
定
す
る
時
の
う
ち
少
な
く
と
も
一
回
、
行
う
も
の
と
す
る
。

４

前
三
項
の
ほ
か
、
放
流
水
の
水
質
が
著
し
く
悪
化
し
て
い
る
と
疑
わ
れ
る
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
必
要
な
水
質
検
査
を
行
う
も
の
と
す
る
。

５

公
共
下
水
道
管
理
者
又
は
流
域
下
水
道
管
理
者
は
、
第
一
項
、
第
二
項
又
は
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
一
の
項
目
に
つ
い
て
水
質
検
査
を
行
う
こ
と
に
よ
り
他
の

項
目
に
係
る
第
六
条
の
技
術
上
の
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
他
の
項
目
に
つ
い
て
水
質
検
査
を
行
わ
な
い
こ
と

が
で
き
る
。

６

第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
水
質
検
査
を
し
た
と
き
は
、
検
査
に
供
し
た
放
流
水
を
採
取
し
た
日
時
及
び
場
所
そ
の
他
国
土
交
通
省
令
・
環
境
省
令
で
定
め
る
事
項
を

明
ら
か
に
し
て
そ
の
結
果
を
記
録
し
、
こ
れ
を
五
年
間
保
存
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


